
10/12(水)17:00～臨時休業のお知らせ
 

所内研修のため、本日10月12日(水)17時以降を臨時休業とさせていただきます。

 

10/26(水)パナマ文書問題・タックスヘイブン問題でクリ
ステンセン氏講演（日弁連主催）
タックス・ヘイブン問題に先駆的に取り組んできた国際的な市民団体「タックス・ジャスティス・ネットワーク」代表のジョン・クリステ
ンセン氏がイギリスから来日され、10月26日(水）、日弁連でも、講演されます（参加無料・事前申込不要）。詳細は、下記のとおり
です。
なお、クリステンセン氏は、10月29日（土）には、公正な税制を求める市民連絡会主催の市民集会でも講演をされ、同集会では、宇都
宮健児さん、雨宮処凛さんなどの講演も予定されています。詳細は→　こちら

 

◆日　時：２０１６年１０月２６日（水）１８時３０分～２０時３０分

◆会　場：弁護士会館２階講堂クレオＢＣ　（←クリックすると地図が出ます。）
（千代田区霞が関１－１－３　地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」B1-b出口直結）

◆参加費：無料（事前申込不要）

◆講演内容：「パナマ文書問題～国際的な税逃れの実態と対策」（日本語通訳あり）

主催：日本弁護士連合会
問い合わせ：日本弁護士連合会　人権部人権第一課
TEL　０３－３５８０－９８５７

https://saitamasogo.jp/archives/68873
https://saitamasogo.jp/archives/68864
https://saitamasogo.jp/archives/68864
https://saitamasogo.jp/archives/68745
http://www.softic.or.jp/map/map-creo.html


チラシはこちら⇒ジョン・クリステンセン氏来日記念講演「パナマ文書問題～不平等社会の克服に向けて、国際的な税逃れの実態と対策を
考える」

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2016/10/2e458e54542b49745b9deeaba473a587.jpg
http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2016/10/2e458e54542b49745b9deeaba473a587.pdf
http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2016/10/2e458e54542b49745b9deeaba473a587.pdf


10/23(日)「これで解決！奨学金問題｣シンポジウムが開
催されます
当事務所の　弁護士　鴨田譲が事務局長を務める埼玉奨学金問題ネットワークが設立3周年を記念して「これで解決！奨学金問題」が開催
されます。
お時間のある方はぜひ、ご参加ください。
 

◆日　時：２０１６年１０月２３日（日）１３時３０分～１６時３０分　（開場１３：３０）

◆基調講演：弁護士　岩重佳治　氏（奨学金問題対策全国会議事務局長）

◆基調報告：聖学院大学教授　柴田武男　氏（埼玉奨学金問題ネットワーク代表）

◆取組報告：県立高校教諭　仲野研　氏、ＮＰＯ法人ＰＯＳＳＥ　岩橋誠　氏

◆会　場：市民会館うらわ　（←クリックすると地図が出ます。ＪＲ浦和駅西口より徒歩７分）

◆参加費：無料（事前申込不要）

主催：埼玉奨学金問題ネットワーク
後援：埼玉奨学金問題対策全国会議、一般社団法人埼玉県労働者福祉協議会
問い合わせ：埼玉奨学金問題ネットワーク事務局長　弁護士　鴨田譲
（ＴＥＬ：０４８－８６２－０８００）

https://saitamasogo.jp/archives/68844
https://saitamasogo.jp/archives/68844
https://saitamasogo.jp/kamodayuzuru
http://www.saitama-culture.jp/urawa/access.html


 

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2016/10/d2d7c255dc82daa0d1338aa951ef9d4e.jpg


チラシはこちら⇒10/23(日)「これで解決！奨学金問題｣シンポジウムちらし

10/29 「財源がない」は 本当なのか？－3,000兆円
も眠るタックス・ヘイブンから 格差社会、税制を考える－
”なんと！タックス・ヘイブン問題の世界の第一人者「タックス・ジャスティス・ネットワーク」の代表が、イギリスから緊急来日！！”

グローバリゼーションの影で過酷さを増す世界の貧困と格差。その解消のためには世界中の富を再配分すべきであると言われています。

他方、先般、パナマ文書により、世界の元首や大企業などがタックス・ヘイブンを利用した税逃れを行っている実態が暴露されました。こ
の文書には約４００の日本の企業や個人の情報も含まれています。

一部の大企業や富裕層等が課税を逃れ、その穴埋めを市民が負うという不公正な税のあり方は是正されなければなりません。

本集会では、この問題の最先端の情報を収集し、活動している国際組織であるタックス・ジャスティス・ネットワークの代表者のジョン・
クリステンセン氏と、シニア・アドバイザーのクリシェン・メータ氏をお招きして、「税の公正（タックス・ジャスティス）」に関する基
調講演と、さらに、この問題に関する課題と提言等のご報告をいただきます。

多くの皆さまのご参加をお待ちしています。

 

【日時・場所等】
◆日時：2016年10月29日（土）13:00～16：30（12:30受付開始）

◆場所：田町交通ビル ６階ホール　（←クリックすると地図が出ます。）
（港区芝浦３-２-２２　■ JR田町駅｢芝浦口｣徒歩3分）

◆資料代：1000円
※お支払いが難しい方は入場時にお声をおかけください。無料で資料をお渡しします。

◆事前申し込み不要

 

【プログラム】

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2016/10/d2d7c255dc82daa0d1338aa951ef9d4e-3.pdf
https://saitamasogo.jp/archives/68745
https://saitamasogo.jp/archives/68745
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92105-0023+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%B8%AF%E5%8C%BA%E8%8A%9D%E6%B5%A6%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%92%EF%BC%92/@35.6449494,139.7481828,18z/data=!4m5!3m4!1s0x60188bb4e3464c2f:0xfdc9010a5e385b7c!8m2!3d35.6443308!4d139.7496248?hl=ja


（ミニ講演）
「タックス・ヘイブンを追及する市民運動が、なぜ今必要か？」
雨宮 処凜氏 （作家、社会運動家、公正な税制を求める市民連絡会共同代表）

（基調講演）
「税の公正（タックス・ジャスティス）とは」
ジョン・クリステンセン氏（タックス・ジャスティス・ネットワーク代表）

（報　　告）
「タックス・ヘイブン対策の課題と提言」
ジョン・クリステンセン氏
クリシェン・メータ氏（タックス・ジャスティス・ネットワーク、シニア・アドバイザー）

（総　　括）
合田　寛（公益財団法人政治経済研究所理事）

（ミニ講演）
「市民運動と国際連帯の必要性」
宇都宮 健児氏（弁護士、元日弁連会長、公正な税制を求める市民連絡会共同代表）

 

【事務局連絡先】
弁護士／猪股 正　 〒 330-0064 さいたま市浦和区岸町７－１２－１　東和ビル４階
埼玉総合法律事務所　TEL.048(862)0355　ＦＡＸ.048(866)0425

＊チラシのダウンロード→　こちら

 

【カンパのお願い】
クリステンセン氏招聘に伴う通訳費用、国際課税に関するキャンペーン費用等の捻出に、ご協力ください。
（カンパ口座）
振込先　　ゆうちょ銀行 　口座名義　公正な税制を求める市民連絡会　コウセイナゼイセイヲモトメルシミンレンラクカイ
■ゆうちょ銀行から振込　10160-446381
■他行から振込　ゼロイチハチ（018）支店　普通預金口座　0044638

 

http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2016/09/a2035c30bab652e4187f4fc5ffc4d8df.pdf


https://saitamasogo.jp/archives/68745/10-29%e3%83%81%e3%83%a9%e3%82%b7


憲法ミュージカル再興　出演者募集！
 

https://saitamasogo.jp/archives/68736


1993年に埼玉で産声を上げた憲法ミュージカル。

https://saitamasogo.jp/archives/68736/kijimuna


2002年までの10年間で10作品を上演し、
1000人の一般市民が舞台に立ちました。

バトンは繋がり2007年今度は東京多摩地区で芽吹き3作品を上演。

この2つの地域が手を繋ぎ、2007年に沖縄をテーマに上演された
『キジムナー』を再演する事になりました。

あなたも参加しませんか？
当事務所の牧野　丘が呼びかけ人共同代表を務めております。
 
 
オーディション

■2016年12月4日（日）

■国籍・性別・経験不問
  全公演に参加
  埼玉・三多摩両地域の練習に参加
  6歳以上（小学生以下は保護者同伴）
  出演参加費10,000円を納入する

■練習日程
  2017年1月～5月(1月中は日曜のみ)
  以降、土・日・祝の練習（合宿あり）
 
※詳細は応募者に後日お知らせします
 
応募用紙は　　－こちら(PDF)－
 
 
公演日／2017年5月
■20日(土)　埼玉会館　大ホール　夜1回公演

■21日(日)　埼玉会館　大ホール　昼1回公演

■27日(土)　たましんRISURUホール　大ホール　昼夜2回公演

https://saitamasogo.jp/archives/68736/%e6%86%b2%e6%b3%95%ef%be%90%ef%bd%ad%ef%bd%b0%ef%bd%bc%ef%be%9e%ef%bd%b6%ef%be%99%e3%83%bb%e5%8f%82%e5%8a%a0%e7%94%b3%e8%be%bc%e6%9b%b8


ホームページは　－こちら－

主催：埼玉×三多摩憲法ミュージカル実行委員会
問い合わせ先：TEL　050-3701-2017　FAX　04-2998-5120
E-mail：2017kpmusical@gmail.com
 
ｷｼﾞﾑﾅｰ・出演者募集・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ(PDF)

11/28(月)「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催
されます
 

少し先の話になりますが、「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催されます。
 

埼玉だけでなく、同様のシンポジウムが全国各地でおこなわれ、私たち埼玉過労死弁護団の弁護士なども加わって、開催準備をしています。
 

一昨年成立した過労死等防止法ですが、この法律の存在や趣旨が、まだまだ世間では広まっていません。
このシンポジウムに一人でも多くの方にご参加いただき、過労死等防止法の認知度を高め、過労死のない社会を皆さんと目指したいと思い
ます。
 

ぜひ、ご参加ください。
 

◆日　時：２０１６年１１月２８日（月）１４時～　（受付開始１３：３０）

◆講　師：山本　晴義　氏（横浜労災病院　勤労者メンタルヘルスセンター長）

              尾林　芳匡　氏（東京過労死弁護団幹事長）

◆会　場：さいたま共済会館　（ＪＲ浦和駅西口より徒歩１０分）

◆参加費：無料（要事前申込）

http://www.cueofa.com/kenpoumusical/
https://saitamasogo.jp/archives/68736/%e6%86%b2%e6%b3%95%ef%be%90%ef%bd%ad%ef%bd%b0%ef%bd%bc%ef%be%9e%ef%bd%b6%ef%be%99%e3%83%bb%ef%bd%b7%ef%bd%bc%ef%be%9e%ef%be%91%ef%be%85%ef%bd%b0%e3%83%bb%ef%be%8a%ef%be%9f%ef%be%9d%ef%be%8c%ef%be%9a
https://saitamasogo.jp/archives/68702
https://saitamasogo.jp/archives/68702
http://www.saitama-ctv-kyosai.net/kyosai_kaikan/


 

主催：厚生労働省
 

後援：埼玉県（予定）
 

協力：過労死等防止対策推進全国センター
　　　全国過労死を考える家族の会
　　　過労死弁護団全国連絡会議
　　　埼玉産業保健総合支援センター
 
問い合わせ：弁護士　佐渡島啓
（ＴＥＬ：０４８－８６２－０３５５）

 





過労死ｼﾝﾎﾟ・281128(PDF)

https://saitamasogo.jp/archives/68702/%e9%81%8e%e5%8a%b4%e6%ad%bb%ef%bd%bc%ef%be%9d%ef%be%8e%ef%be%9f%e3%83%bb281128pdf-2


全国Ｂ型肝炎訴訟埼玉弁護団（東京弁護団埼玉支部）発足しまし
た。

B型肝炎の持続感染者は１２０万人と言われ、そのうちの３分の１以上は幼少期に行われた予防接種の注射器の使い回しが原因だと言われ
ています。全国B型肝炎訴訟弁護団は、約２０年にわたる国との間の裁判を経て、厚労省と「基本合意」を締結し、多くのB型肝炎患者さ

んに救済の道を開きました。

この度、全国弁護団の中核である東京弁護団の働きかけにより、当事務所の弁護士が中心となって、全国B型肝炎訴訟埼玉弁護団（東京弁
護団埼玉支部）を結成することになりました。弁護団代表に、当事務所の牧野丘弁護士が、事務局長に同じく高木太郎弁護士が就任してい

ます。

厚労省と全国弁護団との間で結んだ「基本合意」によって、多くの患者さんに救済の間口が広がりました。しかし、個別の事案をめぐって
は、救済するかどうかで国との間で見解の相違が見られるケースも多く、全国弁護団は、救済手続きに入ってからも、厚労省と議論を重ね、

より良い解決に向けた活動を行っています。

また、全国弁護団では、多数の患者さんや医療機関と共に、検査費用や治療費等の助成、肝炎医療の提供体制の整備、肝炎医療の研究推進
充実を目指した活動も行っています。当然のことながら、埼玉弁護団も、全国弁護団の一員としてこれらの活動にも尽力してまいります。

ぜひ、埼玉弁護団のホームページもご覧ください。

　　　　　　　　　　　　埼玉弁護団発足の記者
会見のようす(7月21日)

https://saitamasogo.jp/archives/68591
https://saitamasogo.jp/archives/68591
http://bkan-saitama.jimdo.com/


7/4(月)臨時休業のお知らせ
 

7月4日(月)は所内研修のため、臨時休業とさせていただきます。

皆様方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

7/18 生活保護問題対策全国会議　設立９周年記念集会
「健康で文化的な生活」は何処へ？～権利としての生活保障を求

めて
集会のご案内です。

予算の削減が続く社会保障の現場は一触即発。保育の分野では「保育園落ちた」という一個人のブログが大きなうねりを巻き起こし、高等
教育の分野でも給付型奨学金の創設が政治課題となりつつあります。

時代の転換点にある今、生活保護の分野でも、バッシングを乗り越えて、制度への理解と利用を促すにはどうすればよいか。全国27都道
府県で900名近い当事者が原告として提訴している生活保護基準引下げ違憲訴訟を足場に取り組めることは何か。

各界のパネリストの方々とともに考えたいと思います。

【日時】７月１８日（月・海の日）１３時～１７時（受付開始１２時３０分）
【場所】ハイライフプラザいたばし

東京都板橋区板橋1-55-16　板橋区立ハイライフプラザ
TEL　03-5375-8105
JR埼京線「板橋」駅西口より徒歩1分

都営地下鉄三田線「新板橋」駅A2・A3出口より徒歩3分

https://saitamasogo.jp/archives/68532
https://saitamasogo.jp/archives/68499
https://saitamasogo.jp/archives/68499
https://saitamasogo.jp/archives/68499
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/045/045352.html


事前申込不要・入場無料

【プログラム】

13:00　開会挨拶・基調報告
「生活保護をめぐる最近の状況」

小久保哲郎（弁護士、当会議事務局長）

13:10 「当事者アンケートにみる生活保護基準引き下げの影響」
山田壮志郎さん（日本福祉大学社会福祉学部准教授）

【プロフィール】1976年生まれ。日本福祉大学大学院社会福祉学研究科社会福祉学専攻博士後期課程修了。社会福祉士。2010年4
月より現職。専攻は公的扶助論。著書に『ホームレス支援における就労と福祉』（明石書店、2009年。同書で第16回社会政策学会賞

受賞）。『無料低額宿泊所に関する研究』明石書店、2016年）。

13:30　当事者発言

13:45　基調講演
「大きなパイを隠してるのは誰？こんな分け前じゃ生きられない！」

さいき まこ　さん（漫画家）
【プロフィール】2013年『陽のあたる家　～生活保護に支えられて～』（秋田書店刊）を出版。「生活保護を日本で最初に本格的に取

り上げた漫画」として新聞各紙、テレビ番組などで取り上げられ話題となる。2014年「貧困ジャーナリズム大賞」特別賞を受
賞。2015年『神様の背中　～貧困の中の子どもたち～』（秋田書店刊）を出版。

14:35　休憩

14:50　パネルディスカッション「権利としての生活保障を求めて」
コーディネーター　稲葉剛さん（住まいの貧困に取り組むネットワーク世話人）

パネリスト
花井圭子さん（労働者福祉中央協議会事務局長）
我那覇圭さん（東京新聞政治部記者）（予定）
山田壮志郎さん（日本福祉大学准教授）

さいき まこさん（漫画家）

16:25　まとめ　「これからの私たちの取り組み」
尾藤廣喜（弁護士、当会議代表幹事）

【主催】生活保護問題対策全国会議
【後援】公正な税制を求める市民連絡会

チラシのダウンロードは　→　こちら

http://tax-justice.com/wp-content/uploads/2016/06/028228f88b21dea8a1e8f37f5ee1804b.pdf




参院選前・税制と社会保障に関する公開質問と各党の回答
２０１６年６月１５日、公正な税制を求める市民連絡会が、税制と社会保障に関する公開質問と各党の回答内容を公表しました。

所得税の負担率が所得１億円をピークに低下していること、巨大企業の実質的な法人税負担率が中小企業より低いこと、また、所得税・法
人税の減税による税収減を消費税の導入・増税により補い税負担を豊かな階層から貧しい階層にシフトさせてきたことなど、日本の税制の
あり方は、公平性、公正性の観点から問題があり、このような税制のあり方が、貧困・格差拡大の要因となっています。また、パナマ文書

により実態が暴露されつつありますが、タックスヘイブンを利用した租税回避も、日本の財政の根幹に関わる重大な問題です。
そこで、公正な税制を求める市民連絡会では、参院選前のこの時期に、国会議員を出している政党・会派に対して、税制と社会保障、それ
と関わる貧困・格差の問題に関する公開質問を送付し、アンケート調査を実施しました。各政党よりご回答いただいた内容について、原文

のまま掲載いたします。

調査期間 ： 6/1～6/13
アンケート送付政党（10政党） ： 自由民主党、公明党、民進党、おおさか維新の会、日本共産党、社会民主党、生活の党と山本太郎

となかまたち、日本のこころを大切にする党、日本を元気にする会、新党改革

https://saitamasogo.jp/archives/68491


参考 ： ご回答日（以上の日にち現在の見解となります）

＊　６月１４日正午現在、なお回答をいただけていない政党・会派の説明内容
①　公明党：なお、検討中であり、６月１５日までには回答できない。

②　おおさか維新の会：立場が異なるので、回答を控えさせていただきたい。
③　日本を元気にする会：（アンケートは送付済み。電話での状況確認試みるも不奏功。）

となっております。

Ｑ１　社会保障の削減方針について
貧困・格差の拡大が深刻化するなか、2015年の「経済財政運営と改革の基本方針」において、社会保障費を年間数千億円規模で削減す

る方針が打ち出され、社会保障の削減が進められつつあります。
このように社会保障費を削減する方針についてどう思いますか。
①　削減に賛成　　　　　　　②　削減に反対　　　　　③　その他

その理由等（自由記載欄）

【自由民主党】　③その他
・いわゆる「骨太の方針2015」に記載されているのは、社会保障歳出の高齢化による自然増に関し、これまで3年間の増加ベースを踏

まえつつ歳出改革を行うということです。
・持続可能な社会保障制度を目指していく観点から、昨年策定した「経済・財政再生計画」に掲げられた44の改革項目について、改革工

程表に沿って着実に実施していきます。

【公明党】

【民進党】　②削減に反対
世代公平に配慮しつつ、重点化と効率化によって、子どもから高齢者にわたる、持続可能な社会保障制度を構築する。以前の自公政権のよ

うに一律に社会保障費をカットすべきではない。

【日本共産党】② 削減に反対
安倍政権は、過去４回の予算編成で、生活保護の削減や介護報酬引き下げ、診療報酬引き下げなどによって、毎年平均して３３００億円の
「自然増抑制」を実施してきました。さらに、これとは別に、年金減額やマクロ経済スライド、７０～７４歳の医療費窓口負担増なども実
施してきました。この間の社会保障削減は、毎年２２００億円の削減によって社会保障の崩壊現象を引き起こした小泉内閣時代の構造改革
路線を上回る規模となっています。こうした社会保障費の削減は、格差と貧困をいっそう拡大し、国民の暮らしを脅かし、消費をさらに冷

え込ませることによって、日本経済の安定的な成長にも逆行するものです。

【おおさか維新の会】

【社会民主党】　②削減に反対
税制と社会保障制度は、国民に対して所得再分配の役割を担っています。しかし、日本ではその機能が低下し、諸外国に比べ貧困率が高く

なっています。社会保障費を削減することは、さらに貧困・格差を拡大することになりかねません。



【生活の党と山本太郎となかまたち】　②削減に反対
理由：現在の重要課題は、財政出動。リニアなどではなく、保育・年金・介護・奨学金・低家賃住宅など、年間数兆円規模で社会保障費を

充実させるべき。

【日本のこころを大切にする党】　③その他
経済成長する日本を取り戻し、年率５％の成長を実現すれば、税収と社会保険料収入が上がり、低所得者に回す給付を増やすことができる。

【日本を元気にする会】

【新党改革】　③その他
社会保障は充実させるべきであり、税や予算以外での対応策が必要。私どもは「共助」による充実策を提言している。

Ｑ２　所得税について
所得税については、累進性が弱まり、所得１億円以上の階層から所得税負担率が減少するなど、租税調達能力の低下や公正性の問題が指摘

されています。
所得税について、累進税率の引き上げや、分離課税の総合課税化によって累進課税の対象外の所得を累進課税の対象とすることにより、所

得税の累進性を強化する必要があると思いますか。
①　思う　　　　　　　②　思わない　　　　　③　その他

その理由等（自由記載欄）

【自由民主党】　③その他
・近年の税制改正においては、再分配機能の回復を図る観点から、①所得税の最高税率の引き上げ、②給与所得控除の見直し、③金融所得
課税の見直しといった取組みを実施してきており、まずは、こうした見直しが与える影響を注視していく必要があるものと考えています。
・その上で、経済がグローバル化する中で、高額所得者が高額の税負担を避けて資金や人材が流出するといった事態にも十分配慮し、議論

を進めていく必要があります。
・平成28年度与党税制改正大綱においては、若年層・低所得層に配慮する観点から、所得再配分機能を高めるための人的控除等の見直し

を行う方向で検討を進めることとしており、引き続き検討を行っていきます。

【公明党】

【民進党】　③その他
格差是正の観点等から、金融所得課税の税率5%引き上げ、高所得者の所得税率も引き上げる。所得課税の控除制度や資産課税の累進性の

見直しをすすめる。また、パナマ文書発覚で国際的に問題視されている税逃れの防止に全力をあげる。

【日本共産党】　①思う
所得１億円以上の階層の負担率が低下してしまうのは、株式譲渡所得に対して所得税が１５％（住民税をあわせても２０％）という低い税
率が適用されているためです。所得税は、応能負担の税制のかなめとなるものです。その所得税の累進性が弱まっていることは、放置でき

ない問題です。
９８年までは所得税・住民税あわせて６５％だった最高税率が、現在は５５％まで下げられていますが、これは、ただちにもとにもどすべ



きです。現在、一部の大口株主を除いては分離課税が認められている配当所得については、少額の配当を除いては総合課税を義務付け、多
額の配当には最高税率を適用すべきです。株式譲渡所得についても総合課税を検討することも考えられますが、譲渡損が損益通算されるこ
とで逆に納税額が減ってしまう可能性もあるため、当面は分離課税としつつも、富裕層については欧米なみに３０％以上の税率とします。

【おおさか維新の会】

【社会民主党】　①思う
所得税の税率（ブラケット）フラット化により、所得税収が減少するとともに、所得再分配機能が低下しています。ブラケットを細分化す

ることにより、税収の増加ならびに所得格差を是正すべきです。

【生活の党と山本太郎となかまたち】　①思う

【日本のこころを大切にする党】　①思う

【日本を元気にする会】

【新党改革】　③その他
検討すべきことである。

Ｑ３　法人税の課税ベースの拡大について
法人税については、大企業であるにもかかわらず法人税を納税していない企業が少なくなく、また、巨大企業の実質的な法人税負担率が中
小企業より低い事態が生じています。また、様々な特別措置によって、法人の実質的な税負担率は１０％程度にしかなっていないとの指摘

があります。
法人税について、受取配当金の益金不算入制度の見直し、租税特別措置の廃止・縮小等により、法人税の課税ベースを拡大する必要がある

と思いますか。
①　思う　　　　　　　②　思わない　　　　　③　その他

その理由等（自由記載欄）

【自由民主党】　③その他
・「大企業で法人税を納税していない企業が少なくない」という指摘については、例えば、受取配当の益金不算入などが影響しているもの
と考えられますが、この制度は、「二重課税」を避けるためのものでもあり、国際的にも一般的な制度であって、こうした制度の影響をと

らえて、大企業の法人税負担率が低いと結論づけるのは必ずしも適当ではないと考えています。
・一方で、特定の企業に利用される各種制度によって、法人税の「課税ベース」が狭くなっている面があると認識しており、特に「租税特
別措置」については、真に必要なものに限定していくことが重要であり、利用状況を踏まえつつ、必要性や政策効果をよく見極めた上で、

必要な見直しを行っていくべきと考えています。

【公明党】

【民進党】　③その他
租税特別措置等については、「租特透明化法」による国会報告に基づき、効果が不透明なもの、役割を終えたものなどは廃止し、真に必要



なものは恒久措置へ切り替えるべきである。

【日本共産党】　①思う
最新の２０１４年度の国税庁データなどから推計すると、法人税の実質負担率は、中小企業が２０％程度であるのに、大企業は１２％程度
しかありません。税負担率低下の原因となっている優遇措置をあらため、大企業に、少なくとも中小企業並みの税を負担させるべきです。
企業の配当金の増加や海外進出に伴って、受取配当の益金不算入額は年々増加し、２０１４年度には、国内企業からの配当１０兆円弱、外
国子会社からの配当６兆円弱、あわせて１６兆円近くにもなっています。税率２５～３０％として計算しても、４～５兆円の効果が生じて
います。研究開発減税をはじめとした租税特別措置による減収額も、過去最高の２兆円にのぼっています。連結納税による減収も毎年

０．６兆円前後となっています。
これらの措置の利用は、９割以上が大企業で占められています。これを廃止・縮小し、大企業に応分の税負担を求めることは当然です。

【おおさか維新の会】

【社会民主党】　①思う
政策減税は事実上、大企業向けの補助金のようなものです。また、安倍政権は法人税減税を実施してきましたが、所得の拡大や設備投資の

増加にもつながっていません。大企業優遇の法人税制を見直すべきです。

【生活の党と山本太郎となかまたち】　①思う

【日本のこころを大切にする党】　①思う
租税特別措置などのわかりにくい税制は公平性を欠くものである。また、租税回避も各国協力の上、対策を打つべきである。

【日本を元気にする会】

【新党改革】　③その他
検討する必要がある。

Ｑ４　法人実効税率について
法人税（法人実効税率）は、2016年度税制改正で29.97%に引き下げられ、今後さらに引き下げるとの政府方針が示されています

が、このような法人税の引き下げ方針は見直されるべきだと思いますか。
①　思う　　　　　　　②　思わない　　　　　③　その他

その理由等（自由記載欄）

【自由民主党】　②思わない
・今回の法人税改革は「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」ことにより、法人課税を「より広く負担を分かち合う」構造へと改革
するものであり、28年度に法人実効税率は29.97%となり、目標としていた「法人実効税率20％台」を改革2年目にして実現し、

さらに30年度には29.74%となります。
・この改革を通じて「稼ぐ力」のある企業等の税負担を軽減することにより、企業の収益力拡大に向けた前向きな国内投資や、継続的・積

極的な資金引上げが可能な体質への転換などを促し、経済の好循環の定着につなげていくべきと考えています。



【公明党】

【民進党】　①思う
法人実効税率についてはこの間の税率引き下げによる賃上げや設備投資への効果が見えない現段階でさらに引き下げることは適当とは言え
ない。雇用の維持・拡大、中小企業の育成・発展に悪影響を与える「外形標準課税の拡大」や「中小法人15%軽減税率見直し」などを、

税率引き下げの代替財源とすることは、成長戦略に反し本末転倒である。

【日本共産党】　①思う
安倍政権は、「日本の法人税率は海外に比べて高い」などといって引き下げを進めていますが、現実には、前問で見たように、大企業の実
際の税負担率は、法定税率に比べてはるかに低い水準となっています。安倍政権のもとで、法人実効税率は復興特別法人税打ち切り分や、
２０１８年度に予定されている引き下げ分を含めて、３７％から２９．７４％に下げられ、その効果は平年度ベースで３．６兆円にもなり
ます。この減税は、賃上げや新たな投資にはほとんどつながらず、大企業の内部留保と株主への配当を増やしただけです。国民には消費税

増税をおしつけながら、大企業には減税などというのは許されません。引き下げ方針をただちに中止すべきです。

【おおさか維新の会】

【社会民主党】　①思う
パナマ文書を契機に、グローバル企業への税逃れ対策の機運が高まっています。こうした経緯も踏まえれば、国際的な法人税率引き下げ競

争を転換すべきであり、日本はそのリーダーシップを発揮すべきと思います。

【生活の党と山本太郎となかまたち】　①思う
理由：二年前の34.62%に戻し、88項目もある租税特別措置や益金不算入等も見直すべき。

【日本のこころを大切にする党】　②思わない
法人税は企業の国際競争力にかかわるので、国際比較で考えるべき問題である。

【日本を元気にする会】

【新党改革】③その他
内部留保を雇用、下請単価引上げ等に活用することを条件にして適用させる。

Ｑ５　復興特別法人税について
東日本大震災の被災者支援の財源確保を目的とした復興特別税のうち、復興特別所得税は存続していますが、復興特別法人税は、2014

年に廃止されました。
復興特別法人税を復活させることについては、どう思いますか。
①　復活に賛成　　　②　復活に反対　　　③　その他

その理由等（自由記載欄）

【自由民主党】　②復活に反対
・26年度税制改正における「復興特別法人税の前倒し廃止」は、企業収益を賃金引上げにつなげていくきっかけとするために、「1年前



倒しして」廃止したものです。

【公明党】

【民進党】　③その他
復興特別法人税は大震災復興を全国民で成し遂げるため、導入したものである。被災者も引き続き負担する所得増税は維持し、復興特別法
人税を1年前倒し廃止したことは、復興を国・国民全体で支える絆、連帯の精神にも反し、国民の理解、被災者の理解は到底得られない。

【日本共産党】　③その他
一般の国民には２５年間にも及ぶ復興特別所得税の負担を求めながら、企業には３年間の負担しか求めず、しかも、それも２年間で打ち切っ
てしまったことは、まったく不公平です。「オール日本で被災地を支援する」というのであれば、企業も応分の負担をすべきです。ただ、
大企業も中小企業も一律に「法人税の１割を上乗せ」という制度を単純に復活すべきかどうかは、検討を要すると思います。もっと負担能

力を考慮した方法が検討されてもいいのではないかと思います。

【おおさか維新の会】

【社会民主党】　①復活に賛成
復興特別法人税の前倒し廃止は、「今を生きる世代全体で連帯し負担を分かち合う」という復興基本方針に反しています。社民党は、東日

本大震災だけでなく、「熊本・大分大地震」の発災も踏まえ、復興財源確保のために復活を提案しています。

【生活の党と山本太郎となかまたち】　①復活に賛成
理由：復興特別法人税だけを廃止する理由がない。復興が達成されたら所得税と同時に廃止すればよい。

【日本のこころを大切にする党】　③その他

【日本を元気にする会】

【新党改革】　①復活に賛成

Ｑ６　消費税の増税について
2017年4月に消費税率を１０％まで引き上げることについて、どう思いますか。

①　引上げに賛成　　　②　引上げに反対　　　③　その他
その理由等（自由記載欄）

【自由民主党】　③その他
・消費税率の10%への引上げは、我が国への国際的な信頼を確保し、社会保険を次世代に引き渡していく責任を果たすためのものであり

ます。なお、引上げ時期については、経済再生と財政健全化を両立させるため、2019年10月に実施します。

【公明党】

【民進党】　②引き上げに反対



将来世代に負担を先送りしないために、本来は消費税率を引き上げるべきだった。しかし、アベノミクスの失敗により、引き上げは再延期
せざるを得ない状況になった。引き上げは２年延期すべきである。その際の条件は、①社会保障充実の予定通りの実施、②行政改革と身を
切る改革の徹底、③2020年度基礎的財政収支の黒字化目標堅持、④高所得者優遇の軽減税率の中止・給付付き税額控除の実施の4つで

ある。

【日本共産党】② 引上げに反対
８％への消費税率引き上げによって、日本経済は、個人消費が２年連続してマイナスとなるという、戦後初めての事態に陥っており、来年
４月の増税ができる環境にないことは明白であり、安倍首相自身も「２年半延期」を言い出すことになりました。消費税は、景気を悪化さ
せるだけでなく、格差を広げるものであり、社会保障の財源としてもふさわしくありません。「延期」にとどめず、この際、増税をきっぱ

り断念し、「消費税ではない別の道」を選択すべきです。

【おおさか維新の会】

【社会民主党】　② 引上げに反対
消費税増税は、「先送り」ではなく「中止」すべきです。将来の増税が見込まれていては、節約志向が強まり、消費の低迷から脱却するこ
とは困難です。また、大企業や富裕層への優遇税制を温存したまま、低所得者の負担割合が大きい消費税を増税することには反対です。

【生活の党と山本太郎となかまたち】　②引き上げに反対
理由：引き上げに反対はもちろん、消費税を8％に増税して消費が低迷したのだから、個人消費を増やして経済を活性化させるためには、

消費税は5％に戻すべき。さらに、将来は消費税廃止も検討すべき。

【日本のこころを大切にする党】　②引上げに反対
消費税増税はデフレから脱却したことが明らかになるまで凍結すべきである。

【日本を元気にする会】

【新党改革】　②引上げに反対
再延期する。

Ｑ７　贈与税の非課税制度について
租税特別措置法による、贈与税の高額な非課税制度（住宅取得資金、教育資金、結婚子育て資金）については、富裕層の相続税を大幅に軽
減させ、格差の拡大・固定化を招くとの指摘があります。このような贈与税の非課税制度については、廃止・縮小すべきだと思いますか。

①　思う　　　　　　　②　思わない　　　　　③　その他
その理由等（自由記載欄）

【自由民主党】　③その他
・贈与税の非課税措置は、高齢者層から消費意欲の高い若年層への資産の早期移転を促し、需要を安定的に拡大させることを通じて経済活
性化に繋げていく効果が期待できるものです。格差の固定化に繋がらないよう、適用期限を迎える際には、その効果や影響を見極めた上で、

必要に応じ見直しを行うべきと考えます。



【公明党】

【民進党】　③その他
租税特別措置等については、「租特透明化法」による国会報告に基づき、効果が不明なもの、役割を終えたものなどは廃止し、真に必要な

ものは恒久措置へ切り替えるべきである。

【日本共産党】　①思う
この間、次々に追加されてきた非課税措置は、ご指摘のように富裕層への恩恵が大きく、公平性に欠ける点があり、見直す必要があると思
います。ただし、この間に相続税の基礎控除が引き下げられ、課税の裾野が広げられた中でつくられてきた制度であることも考慮し、庶民

のわずかな資産に過重な課税がされることにならないよう、基礎控除などの見直しとあわせて検討すべきだろうと思います。

【おおさか維新の会】

【社会民主党】　①思う
相続税の最高税率は引き上げられましたが、その「節税対策」を作るかのように贈与税減税を行うことは、格差の世代間連鎖につながりか

ねません。家族内の所得移転ではなく、国による「再分配」を強化すべきです。

【生活の党と山本太郎となかまたち】　①思う
理由：合法的な租税回避策であり、認められない。

【日本のこころを大切にする党】　③その他

【日本を元気にする会】

【新党改革】　③その他
長短がある。

Ｑ８　選別主義と普遍主義について
低所得者のみに社会保障給付を集中する選別主義には、給付を受けられる人と受けられない人との間に分断や対立を生じさせ、給付を受け
られない人が税の負担に抵抗するという問題があります。すべての人を対象とする無償の教育制度など、低所得者だけではなく、すべての
人の基礎的ニーズを充たし、すべての人が受益感を持てる普遍主義的な制度への志向を強めることを目指すという方向性について、どう思

いますか。
①　賛同する　　　②　賛同できない　　　　③　その他

その理由等（自由記載欄）

【自由民主党】　③その他
・わが党は、自助を基本に、共助・公助を適切に組み合わせる持続可能な社会保障制度を目指すことを基本的な考え方としています。普遍
主義的な制度については、それを支えるために国民負担が増すことも考慮し、次世代に対する責任の観点も踏まえて、議論を深める必要が

あります。



【公明党】

【民進党】　③その他
制度によって、その意義や政策目的が異なるので、一概にどちらかという結論を出すことは差し控える。ご指摘にある無償化の教育制度に
ついては、旧民主党政権が所得制限無しで高校無償化制度を導入した経緯もあり、制度によってはすべての人を対象とすることも必要と考

える。

【日本共産党】　①賛同する
社会保障や教育などについては、給付の段階では所得による差を設けずに平等に給付し、税や保険料などの費用負担の段階で所得や資産に

よる差を設けていくべきだと考えます。

【おおさか維新の会】

【社会民主党】　①賛同する
選別主義は、給付を受ける人と受けられない人との間に対立を生じさせるばかりではなく、給付を受ける人に対してスティグマ（烙印を押
されたような恥辱感）を与えます。社会連帯をベースに、すべての人、子どもに必要な保育・教育・医療・介護・年金などは普遍主義的な

制度に改革していくべきです。

【生活の党と山本太郎となかまたち】　①賛同する
理由：子ども手当や最低保障年金などベーシックインカム的な給付は、可能な限り所得制限をつけないほうが良い。

【日本のこころを大切にする党】　③その他

【日本を元気にする会】

【新党改革】　③その他
検討に値するが財源が問題となる。

Ｑ９　パナマ文書問題について
パナマ文書問題について、政府が、事実関係を徹底調査し、実態解明を進めるべきだと思いますか。

①　思う　　　　　　　②　思わない　　　　　③　その他
その理由等（自由記載欄）

【自由民主党】　①思う
・いわゆるパナマ文書に関連した課税逃れが事実であるとすれば、課税の公平性を損ない、納税者の信頼を揺るがす大きな問題であると考
えています。課税当局は、一般的に、あらゆる機会を通じて情報収集を行い、問題のある取引が認められれば税務調査に入る等、適正公平

な課税の実現に努めるべきであり、そのように務めているものと承知しています。

【公明党】

【民進党】　①思う



パナマ文書に象徴されるように、税逃れが国際的に問題視されている。

【日本共産党】①思う
パナマ文書には、日本の商社などの名前も上がっており、政府が実態解明をすべきです。同時に、パナマ文書には、日本企業などが多く進
出しているケイマンなどの情報は少なく、パナマ文書を調査するだけでは不十分です。大企業や富裕層がタックスヘイブンをはじめとした

海外に資産を移している実態について、できるかぎりの情報を国民に明らかにすべきです。

【おおさか維新の会】

【社会民主党】　①思う
この問題に対し、政府の動きは鈍いと言わざるを得ません。政府は詳細を把握し、税逃れの疑いのある企業・個人に対する調査、適切な課

税を行うべきです。

【生活の党と山本太郎となかまたち】　①思う
理由：パナマ文書等のタックスヘイブンの政府による実態解明は、非常に重要。

【日本のこころを大切にする党】　①思う

【日本を元気にする会】

【新党改革】①思う

Ｑ10　タックスヘイブン対策について
日本政府として、タックスヘイブン対策を、現状より、抜本的に強化すべきと思いますか。

①　思う　　　　　　　②　思わない　　　　　③　その他
その理由等（自由記載欄）

【自由民主党】　①思う
・いわゆるタックスヘイブンを利用した課税逃れが事実であるとすれば、課税の公平性を損ない、納税者の信頼を揺るがす大きな問題であ
ると考えています。国際的な租税回避や脱税の防止については、我が国としてもこれまで国際的な連携を取ってきており、「BEPSプロ
ジェクト」や「非居住者に係る金融口座情報の自動的情報交換」の取組みを積極的に進めてきているところです。今後も引き続き、国際的

な議論も踏まえ、適切に対応していく必要があると考えています。

【公明党】

【民進党】　①思う
国際的な取り組みである「税源浸食と利益移転(BEPS)プロジェクト」に基づいた対応を着実に実施する。また、国際的にプロジェク

トが円滑にすすめられるよう、議論を先導していく。

【日本共産党】　①思う
昨年末の時点で、日本からの対外投資は直接投資と証券投資あわせて５７４兆円ですが、そのうち、法人税率が２０％未満のケイマン、香



港、台湾、シンガポールの４地域だけで９２兆円、税率は２０％以上だが特別措置によって実際の税負担が低いといわれるオランダ、ルク
センブルク、スイスの３地域を合わせると１３７兆円にもなります。利益率４～５％を想定すれば、５～７兆円の利益が見込まれますが、

こうした地域に子会社をつくった場合に適用される「タックスヘイブン税制」の対象となった所得は０．４兆円にすぎません。
「タックスヘイブン税制」は、日本からの出資比率が５０％超でなければ適用されません。一方、日本の親会社の出資比率が２５％以上で
あれば、出資先がタックスヘイブン地域であっても、「外国子会社配当益金不算入」の対象となってしまいます。海外との取引を、タック
スヘイブンを通じて行えば、中間に入ったタックスヘイブンはもとより、日本でも相手国でも課税されない「３重非課税」の状態が生じて

しまいます。
外国子会社配当の益金不算入は年間６兆円近くにもなっていますが、その「外国」の国別内訳は公表されていません。タックスヘイブンか

らの配当がどれだけ含まれているのかも、闇の中です。データの公表、適用基準の見直しなど、対策を抜本的に強化すべきです。

【おおさか維新の会】

【社会民主党】　①思う
租税回避地の利用により、多額の税収が失われています。消費税増税を行うのではなく、税逃れの実態を改めることこそ実施すべきです。

【生活の党と山本太郎となかまたち】　①思う
理由：海外のタックスヘイブンだけでなく、日本の中のタックスヘイブンの解明も重要。租税特別措置、益金不算入、分離課税以外にも、

政治団体、宗教法人等による租税回避も調査・解明して是正すべき。

【日本のこころを大切にする党】　③その他

【日本を元気にする会】

【新党改革】　①思う

Ｑ11　金融取引税について
フランス、ドイツなどのように、金融取引税を導入し、株式、債券などの金融取引に課税し、過剰な金融取引と投機を抑制するとともに、

税収を確保すべきであるという考え方については、どう思いますか。
①　導入に賛成　　　②　導入に反対　　　③　その他

その理由等（自由記載欄）

【自由民主党】　③その他
・金融取引に課税することについては、公平性や中立性といった租税の基本的考え方、次々と新たな金融商品が開発されていくといった取
引の多様性や、取引自体が海外にシフトしてしまう可能性といった金融取引の特徴等にも留意する必要があると考えています。なお、ドイ

ツでは金融取引税は導入されていないものと承知しています。

【公明党】

【民進党】　③その他
格差是正の観点等から、金融所得税の税率を5%引き上げる。



【日本共産党】　①導入に賛成
金融取引に対して薄く課税することにより、投機的な取引を抑制することにつながります。日本においては、外国為替取引において、特に

投機的取引の弊害が大きくなっており、この分野での具体化を急ぐべきだと思います。

【おおさか維新の会】

【社会民主党】　①導入に賛成
社民党は、地球規模の課題を解決することも踏まえ、国際連帯税（航空券連帯税、金融取引税）を導入することを提案しています。

【生活の党と山本太郎となかまたち】　①導入に賛成

【日本のこころを大切にする党】　③その他

【日本を元気にする会】

【新党改革】　③その他
検討に値する。

Ｑ12　その他
その他、税制と社会保障、それと関わる貧困・格差の問題について、貴党において、重要であると考えられている政策、国民の理解を得た

い政策等ございましたら、ご自由にご記載ください。
（自由記載欄）

【自由民主党】
・わが党は、世界に冠たる国民皆保険を始めとしたわが国の社会保障制度を維持し、そして次世代に引き渡すことが重要であると考えてい
ます。自助を基本として、真に支援を必要とする人に公正で効率的な社会保障サービスを提供しながら、現役世代の更なる負担増を抑制し、

受益と負担のバランスのとれた持続可能な社会保障制度を目指していきます。

【公明党】

【民進党】
〇低所得者の年金をかさ上げし、年間最大6万円増やす。年金受給に必要な保険料支払い期間を25年から10年に短縮する。

〇誰もが時給1,000円以上となるよう、最低賃金を引き上げる。同時に、派遣法改悪を見直し、「同一価値労働同一賃金」を確立する。
〇正規雇用を増やした中小企業を応援するため、増えた社会保険料の事業主負担の2分の1相当額を助成する。

〇医療・介護・保育・障害福祉等に関する社会保障サービスの自己負担の合計額について、所得に応じて毎月の上限を設ける総合合算制度
を創設する。

〇働き方にかかわらず、原則として厚生年金・健康保険に加入できるようにすることをめざす。非正規雇用への適用拡大を段階的に進める。
〇「児童扶養手当」について、第2子以降に対する給付額を1万円とし（現行」第2子＝5,000円、第3子以降＝3,000円）、支
給年齢を20歳まで引き上げる（現行：18歳）。現在4カ月毎の支給を毎月支給に改める。世帯の所得制限について緩和を検討する。

〇返済不要の給付型奨学金を創設し、貸与型についても全額無利子化をめざして負担軽減に取り組む。



〇保育士等の給与を月5万円、介護職員等の給与を1万円引き上げる。

【日本共産党】
１９８９年に消費税が導入されて以来、消費税率が引き上げられる一方で、大企業や富裕層に対する減税が繰り返され、日本の税制のゆが
みが拡大してきました。マスコミなどを総動員して、「社会保障や財政再建のためには消費税増税が必要」という議論がふりまかれてきま
した。しかし、その結果、格差の拡大と中間層の疲弊が生み出され、そこに消費税増税を押し付けた結果、戦後最悪の消費の冷え込みが生
じています。消費税を増税しても社会保障はよくならないうえに、増税延期を口実にして、さらに社会保障が改悪されようとしています。
「消費税頼み」の路線の行き詰まりが明白となっています。いまこそ、「消費税頼み」の路線を転換し、公正な税制と社会保障の充実をめ

ざすときです。

【おおさか維新の会】

【社会民主党】
消費税増税を2回、計4年も先送りし、社会保障は切り捨てが先行するなど、もはや「税と社会保障の一体改革」は破たんしています。社

会保障の安定・充実と消費税増税を「一体」とすることを断念すべきです。
また、IMFやOECDですら「所得格差拡大が経済成長を抑制する」と指摘しています。選別主義ではなく、普遍主義の観点も踏まえつ

つ、格差を是正していくべきです。
今回の参院選より18歳選挙権が実現しました。若者の抱える問題が政治課題となることに期待しつつ、「世代間対立」が発生しないよう
にもすべきです。“就職氷河期”は1992年から始まりましたが、当時の若者、団塊ジュニア世代、ロストジェネレーションはすで
に40代を越えています。若者の問題は、もはや若者の問題だけではなく、社会全体の問題と捉えていくことが必要と思います。

【生活の党と山本太郎となかまたち】
政府は5年間で30兆円の財政投融資で、リニア新幹線の大阪延伸を推進すると言っているが、トンデモないことだ。

5年間で30兆円の財政投融資で、
・給付型奨学金とは別に有利子奨学金を全て無利子にする
・若者・貧困家庭のための低家賃公営住宅の整備

・保育所、特別養護老人ホームの整備
・生活困窮者自立支援

・最低賃金1500円の実現　などを進める。

【日本のこころを大切にする党】
消費税は「取られる」ものから「積み立てるもの」へと意識を変える「消費税マイレージ」制度を提案しています。

【日本を元気にする会】

【新党改革】
税と言わず「共助力」による社会保障の充実の方法がある。それは「寄附」や「社会的インパクト投資」などの活用である。

以上


